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（問い合わせ先）     

地域づくり推進課 29-5015  錦総合支所 地域振興課 72-2110 

由宇総合支所 地域振興課 63-1111  美川支所 76-0329 

周東総合支所 地域振興課 84-1111  美和総合支所 地域振興課 96-1111 

玖珂支所 82-2511  本郷支所 75-2311 

いわくに市民活動支援センター 30-9030    
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１ みんなの夢をはぐくむ交付金の制度内容    

 Ⅰ 事業の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 Ⅱ 交付金の交付の対象となる団体・・・・・・・・・・・・・３ 

 Ⅲ 交付金の交付の対象となる事業・・・・・・・・・・・・・４ 

 Ⅳ 交付金制度の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

 Ⅴ 交付金の額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

 Ⅵ 交付対象経費・対象外経費・・・・・・・・・・・・・・・７ 
 
 
２ 交付金の申請                  

 Ⅰ 交付金の申請から交付決定までのスケジュール・・・・・・８ 

 Ⅱ 交付金の申請受付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 
 
 
３ 書類審査・実績報告会       

 Ⅰ 書類審査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

 Ⅱ 実績報告会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 
 
 
４ 交付決定・事業完了                

 Ⅰ 事業実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

 Ⅱ 交付金の支払い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

 Ⅲ 事業計画変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

 Ⅳ 実績報告書の提出・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 
 
 
５ 年間スケジュール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 
 
 

６ みんなの夢をはぐくむ交付金事業例・・・・・・・・・・・１３ 
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本事業は、市民活動※１の活性化と「新しい公共」※２の担い手となる市民活動団体の発掘及び育

成を目的としており、市民活動団体が新たに実施する事業、改善・拡充する事業及び協働※3事業に

対し、市が交付金を交付します。 

 

 ※１ 市民活動とは、市民が自主的に、公益的な目的を持ち行う活動のことを指します。公益的とは、

自分だけのために行うのではなく、みんなのために行うことをいいます。 

 ※２ 新しい公共とは、「官」だけではなく、市民の参加と選択のもとで、ＮＰＯや企業等が積極的に

公共的な財・サービスの提案及び提供主体となり、医療・福祉、教育、子育て、まちづくり、学術・

文化、環境、雇用、国際協力等の身近な分野において共助の精神で行う仕組み、体制、活動などをい

います。 

 ※３ 協働とは、地域課題や社会的な課題を解決するために、行政、市民活動団体、企業などの異なる主

体が、それぞれの特性をいかしながら対等な立場で共通の目的に向かって共に取り組んでいく手段の

ことをいいます。単に事業を手伝うなどは協働ではなく、事業の計画から実施までを共に取り組むこ

とで単独で取り組む以上の効果が生まれることが重要です。 

 

 

本事業において、交付金の交付の対象となる市民活動団体の要件は、「営利を目的とせず、社会

貢献活動を組織的かつ継続的に行うことで市民の公益の増進に寄与する団体」です。 

 また、次の項目の全てに該当する必要があります。 

 

⑴ 本市の区域内に主たる事務所を有していること。  

⑵ ５人以上の構成員により組織されていること。 

⑶ 市民活動団体の運営に関する規約等の定めがあること。 

⑷ 事業計画及び事業報告並びに予算及び決算を書類により示すことができること。 

⑸ １年以上継続して活動を行っていること、又は行う見込みがあること。 

  ⑹ 政治的活動又は宗教的活動が団体の目的でないこと。 

⑺ 特定の公職（公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第３条に規定する公職をいう。）

の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、

又はこれに反対することが団体の目的でないこと。 

⑻ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号

に定める暴力団又はその構成員の統制下にないこと。 

⑼ いわくに市民活動支援センターに登録し、又は登録の申請を行っていること。ただし、自

治会（町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成

された団体をいいます。）については、同センターへの登録は不要です。  
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 申請は、１団体につき１事業のみです。 

事業は令和９年３月31日までに終了するよう計画を立ててください。 

  なお、交付金の交付決定（６月上旬頃の予定）までに終了する事業は、申請できませ

んのでご注意ください。（詳細は８ページ） 

 

交付金の交付対象となる事業は、その事業内容が次の 19 項目のいずれかに該当する必要があ

ります。 
 

 

１ 保健、医療又は福祉の増進を図る活動  

２ 社会教育の推進を図る活動  

３ まちづくりの推進を図る活動 

４ 観光の振興を図る活動 

５ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 

６ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動  

７ 環境の保全を図る活動  

８ 災害救援活動  

９ 地域安全活動  

10 人権の擁護又は平和の推進を図る活動  

11 国際交流又は国際協力の活動  

12 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動  

13 子供の健全育成を図る活動  

14 情報化社会の発展を図る活動  

15 科学技術の振興を図る活動  

16 経済活動の活性化を図る活動  

17 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動  

18 消費者の保護を図る活動  

19 前各項に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動  

 

 また、実施する事業の内容が次の項目に一つでも該当する場合は交付金の対象になりませんので

ご注意ください。 

  ⑴ 事業の主たる効果が岩国市の区域外で生じる事業 

  ⑵ 市の他の補助金の交付を受け、又は受けることができる事業 

  ⑶ 市の委託契約に基づき実施する事業 

  ⑷ 交付金の交付決定時に完了済みの事業 

  ⑸ 令和９年３月 31 日までに完了することができない事業 

  ⑹ 過去において本交付金の交付を受けて別の団体が実施した事業 

  ⑺  イベントの実施のみを目的とするなど事業の効果が一過性に終わる事業 
    ⑻ 備品の購入が事業の主たる目的と認められる事業 



 

 

5 

みんなの夢をはぐくむ交付金には、３種類の事業メニューがあります。 

 

区  分 
スタートアップ事業 

＊Ｕ30 応援枠を含む。＊ 
パワーアップ事業 協働事業 

対 象 団 体 

共 通 

項 目 
３ページに記載してある要件を満たしていること。 

相 違 

項 目 

通算３回を超えてスター

トアップ事業（改正前に

本交付金の交付を受けて

実施した事業を含む。）の

交付決定を受けていない

こと。 

過去３年間にスタートア

ップ事業及びパワーアッ

プ事業の交付決定を受け

ていないこと。 

過去３年間にスタートア

ップ事業及びパワーアッ

プ事業の交付決定を受け

ていないこと。 

対 象 事 業 

共 通 

項 目 
４ページに記載してある要件を満たしていること。 

相 違 

項 目 

対象団体が自ら企画し、

及び実施する新規の事業

であること。 

対象団体が自ら企画し、

及び実施している既存事

業の拡充や改善を図る事

業であること。 

対象団体が他の市民活動

団体と事業の計画から実

施までを連携して行う新

規の事業であること。 

交付回数 
１団体につき１事業のみ

３回まで 
回数制限なし １事業につき３回まで 

交付金の額 

助成率 

交付対象経費の３分の２  

ただし、交付対象経費の３分の２の額と事業収入等を合計した額が総事業費を超

える場合は、超えた部分を控除した額が交付金の額となります。 

交 付 

上限額 

初年度：30万円 

２年目：20万円 

３年目：20万円 

10 万円 

初年度：50万円 

２年目：30万円 

３年目：20万円 

助成件数 10 件程度 4 件程度 3 件程度 

※交付申請は同一年度内に１団体につき１事業までとします。※ 

※交付決定後、実績報告会（10 ページ参照）への参加が交付の条件となります。※ 

 

 

＊ Ｕ30 応援枠 ＊ ～若い世代の市民活動を支援～ 

  代表者を除く構成員が 30 歳以下の若者のみで構成された団体 

（団体には必ず１人以上の成人を加え、団体の代表者は必ず成人 

とすること。）は、スタートアップ事業に限り交付対象経費 10 

万円までは交付金を 100％交付します。 
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（単位：千円）

対象外経費　２０ 自己負担　２０

事業収入　３０

自己負担　２０

交付金

１００
対象経費

１５０

 

 例えば、参加料や事業賛同者からの寄附金などは収入として計上されることになります。 

 これらの収入は多ければ多いほど団体の負担額が少なくなります。 

 上表で分かるように、ケース①よりケース②の方が団体の負担額が少なくなり、ケース③で

は団体の負担額が０円ということになります。 

 ただし、参加料などの金額が高いと参加者が少なくなる可能性があることに注意が必要です。 

 

 交付金の額については、交付対象経費の３分の２です。ただし、３分の２の額と事業収入等を合

計した額が総事業費を超える場合は、超えた部分を控除した額が交付金の額となります。 

なお、交付金上限額は事業メニューごとに異なりますので、5 ページを参照してください。 

                       
       

交付金算定のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 対象経費が 150,000 円であることから、交付金

の額はその３分の２の 100,000 円となります。 

 よって、団体負担額については残りの３分の１の

50,000 円と対象外経費の 20,000 円の合計

70,000 円になります。 

 

  対象経費が 150,000 円であることから、交付金の額

はその３分の２の 100,000 円となります。 

 このケースでは事業を行った際に発生する事業収入

が 30,000 円あると予想しています。 

 事業収入がある場合は、それを団体負担額に充てるこ

とができますので、このケースでの団体負担額は、ケー

ス①での 70,000 円から事業収入 30,000 円を引いた

40,000 円となります。 

 

 

 

 このケースでは、総事業費 170,000

円に対し、交付金が交付対象経費の３分の

２の額の 100,000 円と事業収入が

100,000 円あるとした場合です。 

 事業収入が多いため、団体負担額は０円

となりますが、総事業費を超えた30,000

円の部分については、交付金から差し引く

ことになります。 

 よって、団体負担額は０円ですが、交付

金は対象経費の３分の２の 100,000 円

ではなく、100,000 円から 30,000 円

引いた 70,000 円となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

総事業費
１７０

対象経費

１５０

交付金

１００

自己負担

５０

対象外経費　２０ 自己負担　２０

（単位：千円） （単位：千円）

超えた部分は上へ

総事業費を超えた部分
３０

対象経費

１５０

交付金

７０

事業収入

１００

対象外経費　２０

交付金

１００

事業収入

１００対象外経費　２０

対象経費

１５０
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交付金の交付対象となる経費は、交付対象事業の実施に直接要する経費とし、その内容及び経費

の上限額は、次の表のとおりとします。 

〇交付対象となる経費（交付対象経費） 

項 目 経費の内容 交付対象となる経費の上限額 

報償費 

外部講師への謝礼等申請団体の構成員以外

の者に支払う経費 (講師謝礼の額としては、

１回当たり１人又は１団体につき、受講生の

数が 50 人未満の場合は３万円以内、50 人

以上 200 人未満の場合は５万円以内、200

人以上は 10万円以内とします。） 

全額 

旅費 
事業の実施にあたっての調査、研究等及び外

部講師の招へいに要する経費 

鉄道賃、船賃及び車賃の額、私

用車を使用した場合の有料高

速道路料金の額並びにタクシ

ーを利用した場合の当該タク

シー利用料金の額※５ 

需用費 

消耗品費（各種材料費、食材費、教材、資料

代等を含む。）、燃料費、光熱水費、印刷製

本費（写真現像及びプリント代を含む。）、

修繕費  

全額 役務費 通信費、広告料、手数料、保険料  

委託料 

構成員による実施が困難で外部委託するこ

とがやむを得ないもの（活動の大部分を委託

することに係る経費を除く。） 

使用料・賃借料  会場借上料、バス借上料、施設入場料  

備品購入費※４ 

事業の実施及び継続に必要不可欠な機材（１

件３万円以上のもの）であって、団体での管

理運営が確実にできる備品（団体の運営全般

に使用するものは除く。）の購入に係る経費 

備品購入費を除く交付対象経

費の３分の２ 

負担金 研修参加費その他これに類するもの  
全額 

その他経費 その他市長が必要と認めるもの  

 ※４ 備品購入費は、発足後３年未満の団体かつスタートアップ事業初年度の申請に限り交付対

象経費とします。 
（備品とは、その性質又は形状を変えることなく長期間（２年程度以上）使用に耐えるもので、その

取得価格（寄附等により取得した場合は、その評価額。）が１品３万円以上の物品をいいます。） 

 ※５ タクシー利用料金は、次のいずれかの条件を満たす場合のみ対象となります。 

   ・他に利用可能な公共交通機関がない場合 

   ・公共交通機関を利用することで、事業の実施に支障をきたすと認められる場合 
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 本事業の申請受付から交付決定までのスケジュールは、次のとおりです。 

令和８年   ４月 1日（水） 

       ５月１日（金） 

       ５月下旬頃 

       ６月上旬頃 

       ２月上旬頃 

 交付申請受付開始 

 交付申請受付終了 

 書類審査 

 交付決定 

 実績報告会 
  
 ※ 事業の終了予定日が交付決定前になる場合は、申請できません。 
 
 
 
例１ 事業が交付決定前に終了しているので、申請できません。 
例２ 事業が交付決定前に開始しているが、交付決定後かつ年度内に終了するため、申請できます。 
例３ 事業が交付決定後に開始し、年度内に終了するため、申請できます。 
例４ 事業が交付決定後に開始しているが、年度内に終了しないため、申請できません。 
 

※ 例２のように交付決定前に事業を開始する場合は、「事業事前着手届」を申請書類と一緒に提

出してください。 

⑴  申請受付期間 

    令和８年４月 1 日（水）から５月１日（金）まで（土日祝を除く。） 

 ⑵ 提出方法 

    申請窓口に直接持参 ※郵送等による提出は不可 

⑶ 提出書類（書類は、市ホームページに掲載しています） 

   ①交付申請書 ②団体概要書 ③事業計画書 ④収支予算書 

 ⑤見積書（委託料に係るもの及び予定価格が１件３万円以上のものに限る。） 

 ⑥団体の規約及び役員名簿 ⑦団体の活動状況が分かる書類    

  ※協働事業を申請する場合、協働の相手方も②及び⑥の提出が必要です。 

⑷ 申請窓口 

   市役所４階 地域づくり推進課、各総合支所地域振興課、各支所 

   

♥申請にはいわくに市民活動支援センターへの登録が必要となります。 

（自治会は除く） 

申請に関する相談や質問はいわくに市民活動支援センターでも 

受け付けておりますので、お気軽にお越しください。♥ 

 

 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月
交付決定（６月上旬）

例１×
例２○

例３ ○
例４×

３月

（ホームページ） 
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申請書類に基づいて書類の審査を行い、６月上旬に交付事業を決定します。その後、３月に市役所

にて事業の実績報告を兼ねたパネル展を開催します。 

 

 

 提出していただいた申請書類を基に、書類審査を行います。 

 書類審査の審査項目、審査内容及び採点基準は、下表のとおりです。 

共 

通 

項 

目 

審査項目 審査内容 採点基準 

組織機能 

組織として目的達成に向けて

積極的に活動を行っているか。 

新しい公共を構築するための

パートナーになり得る組織か。 

各審査項目共通 

５点：非常に期待・評価できる 

４点：概ね期待・評価できる 

３点：ふつう 

２点：あまり評価できない 

１点：ほとんど期待・評価でき

ない 

計画性 

事業実施までのプロセスは明

確か。プロセスに無理はない

か。  

現状課題を把握、事業目的やそ

の効果の分析が適切か。 

継続性 

資金計画も含め、交付金の交付

を受けたあとも継続して事業

の実施が見込まれるか。  

事業実施によりその効果が今

後において継続するか。 

公益性 
事業内容が市民や社会の公益

の増進に寄与するか。 

独 

自 

項 

目 

スタートア

ップ事業 
将来性 

交付金の交付期間終了後の自

立化、将来展望が明確になって

いるか。 

パワーアッ

プ事業 

発展性・波

及性 

団体の活動が発展することが

期待できるとともに、他の市民

活動団体や自治会のモデルケ

ースとなるか。 

協働事業 
協働によ

る有効性 

団体同士が事業の計画から実

施までを連携して行い、お互い

の役割分担や負担内容が明確

にされているか。協働すること

で相乗効果が期待できるか。 
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こんな活動してるんだ！ 

楽しそうだなぁ！ 

 

 

 実施した事業の内容を報告していただく実績報告会を実施します。 

令和６年度はパネル展を開催しました。令和４年、５年は動画などを作成していただき 10 分程

度の発表を行う報告会を公開で開催しています。今年度どのような形で報告会を行うかは交付決定

後に通知しますが、当該報告会に参加しない団体は、交付金の交付対象となりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加してみようかな!? 
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 ここでは、交付金の交付決定後から事業完了までの注意事項とそのスケジュールについて説明し

ます。 

６月上旬頃に交付金の交付又は不交付について各団体へ通知します。 

 （※交付決定前に事業を実施する場合は、「事業事前着手届」を申請時に提出してください。） 

 

令和８年  ６月上旬 

      ６月上旬以降 

令和９年  ３月中旬 

  ３月３１日 

 交付金交付決定通知 

 事業終了後、15日以内に実績報告書を提出 

 実績報告 パネル展示 

 事業終了期限、実績報告書提出期限 
 

交付金の支払いについては、原則として事業実施後に提出していただく実績報告書の審査が終わ

った後に団体の口座に振り込みます。 

 しかし、団体の事業資金が少なく、交付金の事前交付を受けないと事業実施が困難な場合などは

交付決定後に交付金を概算払いすることが可能です。 
 

 事業実施中にやむを得ず事業内容を変更しなければならない場合や事業内容を変更することに

よって一層の事業効果が得られる場合、事業計画変更承認申請書の提出が必要になります。 

 変更内容が当初の事業目的から明らかに逸脱しているものや大幅な経費配分の変更、交付金額の

増額などは、交付決定後において認められません。 

 変更内容が軽微である場合は届けを提出していただく必要はありませんが、当初の事業内容から

変更が生じる可能性がある場合は、事前に地域づくり推進課へ御相談ください。 
  

 事業が完了したら、事業完了後から 15 日以内又は令和９年３月 31 日のいずれか早い期日まで

に、実績報告書を提出してください。 

 実績報告書には、経費の領収書（写）、事業報告書、収支決算書、活動の写真などの添付が必要

です。 

 本事業を広く周知、普及させるため、印刷物などには｢みんなの夢をはぐくむ交付金｣を活用し

たことを表示してください。 

 右のマークを利用していただくこともできます。 

 マークは、岩国市ホームページからダウンロードできます。 
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交付申請 ４月 1 日（水）～５月１日（金） 

※交付決定前に事業を着手する場合、事業事前着手届を提出すること。 

書類審査 ５月下旬 

交付決定 ６月上旬 

概算払い請求 

交付金の支払 

実績報告会（３月）へのパネル出展及び実績報告書の提出 

※実績報告書は事業終了後 15 日以内又は令和９年３月 31 日のいずれか早い期日までに提出してください。 

交付金額の確定 

交付金の支払 

交付金の精算 交付金の請求 

事業の実施 
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「みんなの夢をはぐくむ交付金」で交付を受けた団体の実施事業を紹介します。 

 

 

 

 

 

実施事業名 縁の糸 絵手紙体験会＆作品展 
交付回数  3回（Ｒ3～Ｒ5） 
交付決定額 643,600円（１年目：243,600円、２年目：200,000円、3年目：200,000円） 
事業概要  歴史と文化の街岩国を和文化のツールを使い、より多くの人にＰＲするイベントを開催

した。 
事業の効果 絵手紙作品の展示だけでなく、絵手紙の体験や書道パフォーマンスなどを取り入れた作

品展を行った。県外からの来場者もあり、岩国をＰＲできた。 
主な経費  講師への報償費、チラシ印刷費、会場使用料など 

縁の糸 

 

 

 
実施事業名 街路樹 IN FUJIKAWA イルミネーションフェスティバル 
交付回数  ３回（Ｒ４～Ｒ６） 
交付決定額 700,000円（１年目：300,000 円、２年目：200,000円、3 年目：200,000 円） 
事業概要  地域住民どうしの絆づくりを、イルミネーションフェスティバルを実施する事により

実現する。 
事業の効果 地元行事として地域に根付くとともに、イベント宣伝効果により、藤河地区外からの

イルミネーョン観賞やフェスティバル参加者を多数呼び込めたことにより、地域住民
との交流が促進され、市民協働のまちづくりの推進に繋がった。 

主な経費  出演者への報償費、イベントにかかる消耗品費、音響設備の委託料、会場使用料など 

 

街路樹 IN FUJIKAWA イルミネーションフェスティバル実行委員会 

 
実施事業名 みんなであそボッチャ！ボッチャ大会 in IWAKUNI 
交付回数  ３回（Ｒ2～Ｒ4） 
交付決定額 198,989円（１年目：75,077円、２年目：56,392 円、３年目：67,520円） 
事業概要  多世代参加型のボッチャ大会を開催し、障がい者スポーツの普及や相互理解を深める。 
事業の効果 ゲストを招いてのボッチャ大会を開催した。ボッチャを障がい者スポーツとしてだけ

ではなく、誰でも楽しめるスポーツとして知ってもらうことができた。 
主な経費  ゲストへの報償費、チラシ印刷費、ラインテープ等消耗品費 

グラスルーツいわくに 

 

 

実施事業名 人と人がふれあい、つながり、郷土愛を育む事業 
交付回数  ３回（Ｒ3～Ｒ5） 
交付決定額 700,000円（１年目：300,000円、２年目：200,000円、3年目：200,000円） 
事業概要  愛宕地区の住民が主体となって、史跡等説明板の設置や、ペタンク大会、料理教室、サ

マーフェスタ、環境美化活動等を実施した。 
事業の効果 回を追うごとに参加者が増え、地域で世代を超えたふれあいの場を提供することができ

た。 
主な経費  講師への報償費、イベントにかかる消耗品費、案内板作製費など  

愛宕まちづくり協議会 


